
事 務 連 絡
平成３０年６月１日

各都道府県教育委員会高等学校主管課
各都道府県教育委員会専修学校各種学校主管課
各指定都市教育委員会高等学校主管課
各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課
各都道府県専修学校各種学校主管課
附属学校を置く各国立大学法人担当課 御中
附属学校を置く各公立大学法人担当課
構造改革特別区域法第 条第１項の認定を12
受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課
厚生労働省医政局医療経営支援課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課

文 部 科 学 省
初等中等教育局国際教育課
生涯学習政策局生涯学習推進課

国際観光旅客税の導入について（周知依頼）

観光庁より別紙のとおり国際観光旅客税の導入について周知の依頼が参りました。
平成 年４月 日に国際観光旅客税法が成立し、平成 年１月７日より日本から出30 11 31

国する方を対象に、日本からの出国一回につき、国際観光旅客税として一人 円のお1,000
支払いが必要となります。
修学旅行等の学校行事で出国される方についても対象となり、お申込みの旅行会社を通

じてお支払いいただくことになりますので、別紙をご確認いただき内容を十分に御了知願
います。
また、貴域内の市町村教育委員会及び所管の学校（専修学校・各種学校を含む ）に対。

して、周知願います。

【本件担当】
文部科学省

100-8959 3-2-2〒 東京都千代田区霞が関
＜小・中・高等学校等について＞
初等中等教育局国際教育課
国際理解教育係

： （内線 ）TEL 03-5253-4111 3562,3135
FAX 03-6734-3738：

＜専修学校・各種学校について＞
生涯学習政策局生涯学習推進課
専修学校教育振興室専修学校第一係

： （内線 ）TEL 03-5253-4111 2915,2939
FAX 03-6734-3715：


